
５．財務関係

（４）歳入の徴収又は収納の委託に関する調　（令和５年４月１日現在）

　　①　都道府県分

④
財産
収入

個
人
住
民
税

法
人
住
民
税

個
人
事
業
税

法
人
事
業
税

不
動
産
取
得
税

た
ば
こ
税

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
税

鉱
区
税

固
定
資
産
税

狩
猟
税

水
利
地
益
税

そ
の
他

分
担
金

負
担
金

使
用
料

（

上
下
水
道
料
金
以
外
）

使
用
料

（

水
道
料
金
）

使
用
料

（

下
水
道
料
金
）

手
数
料

財
産
貸
付
収
入

不
動
産
売
払
収
入

物
品
売
払
収
入

生
産
物
売
払
収
入

ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金

そ
の
他
寄
附
金

延
滞
金

加
算
金

過
料
等

貸
付
金
元
利
収
入

滞
納
処
分
費

弁
償
金

違
約
金
・
延
納
利
息

雑
入
（

不
当
利
得
に

よ
る
返
還
金
）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥
寄附金

⑦
諸収入

⑧
雑入

歳入の徴収又は収納の委託の導入状況

①
地方税

⑨
その他

都道府県名
（都道府県分）

青森県

北海道

②
分担金
負担金

③
使用料
手数料

⑤
財産売払収入

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県



④
財産
収入

個
人
住
民
税

法
人
住
民
税

個
人
事
業
税

法
人
事
業
税

不
動
産
取
得
税

た
ば
こ
税

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
税

鉱
区
税

固
定
資
産
税

狩
猟
税

水
利
地
益
税

そ
の
他

分
担
金

負
担
金

使
用
料

（

上
下
水
道
料
金
以
外
）

使
用
料

（

水
道
料
金
）

使
用
料

（

下
水
道
料
金
）

手
数
料

財
産
貸
付
収
入

不
動
産
売
払
収
入

物
品
売
払
収
入

生
産
物
売
払
収
入

ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金

そ
の
他
寄
附
金

延
滞
金

加
算
金

過
料
等

貸
付
金
元
利
収
入

滞
納
処
分
費

弁
償
金

違
約
金
・
延
納
利
息

雑
入
（

不
当
利
得
に

よ
る
返
還
金
）

⑥
寄附金

⑦
諸収入

⑧
雑入

歳入の徴収又は収納の委託の導入状況

①
地方税

⑨
その他

都道府県名
（都道府県分）

②
分担金
負担金

③
使用料
手数料

⑤
財産売払収入

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計 46 団体 7 28 38 28 38 24 25 27 42 25 5 13 2 11 3 3 43 3 5 41 14 5 21 13 30 6 23 16 6 36 4 3 13 4 6

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

高知県

鹿児島県

沖縄県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県



　　②　市区町村分

（単位：市区町村数）

④
財産
収入

個
人
住
民
税

法
人
住
民
税

固
定
資
産
税

軽
自
動
車
税

市
町
村
た
ば
こ
税

鉱
産
税

特
別
土
地
保
有
税

入
湯
税

事
業
所
税

都
市
計
画
税

水
利
地
益
税

共
同
施
設
税

そ
の
他

分
担
金

負
担
金

使
用
料

（

上
下
水
道
料
金
以
外
）

使
用
料

（

水
道
料
金
）

使
用
料

（

下
水
道
料
金
）

手
数
料

財
産
貸
付
収
入

不
動
産
売
払
収
入

物
品
売
払
収
入

生
産
物
売
払
収
入

ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金

そ
の
他
寄
附
金

延
滞
金

加
算
金

過
料
等

貸
付
金
元
利
収
入

滞
納
処
分
費

弁
償
金

違
約
金
・
延
納
利
息

雑
入

（

不
当
利
得
に
よ
る
返
還
金
）

国
民
健
康
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

介
護
保
険
料

そ
の
他

62 8 61 61 2 0 0 1 0 35 0 0 ○ 3 17 56 62 59 47 10 1 8 2 59 4 17 0 0 6 0 0 1 1 40 47 43 ○

24 2 24 24 1 0 0 0 0 3 0 0 ○ 1 7 16 10 11 9 5 2 3 1 16 3 6 0 0 3 0 1 0 1 13 11 11 ○

22 4 22 22 0 0 0 0 0 1 0 0 ○ 1 6 15 12 14 12 1 0 6 0 12 1 7 0 0 4 0 0 0 0 10 13 9 ○

29 7 29 29 3 1 1 2 0 15 1 0 ○ 1 12 17 18 16 19 2 0 6 0 18 2 10 2 1 8 0 0 0 0 14 23 23 ○

21 3 21 21 2 0 1 2 0 1 1 0 ○ 1 6 16 15 14 13 2 2 6 1 12 2 8 2 2 3 1 2 1 1 13 17 14 ○

21 1 21 21 0 0 0 0 0 16 0 0 ○ 0 2 14 16 15 13 1 1 2 0 16 1 9 1 0 1 0 0 0 0 13 18 18 ○

20 3 20 20 2 0 0 2 1 3 0 0 ○ 1 6 16 19 19 10 0 0 4 1 8 0 6 0 0 1 0 0 0 0 8 13 13 ○

36 4 36 36 1 0 0 1 0 17 0 0 ○ 5 8 19 33 30 22 0 0 2 0 26 1 15 0 0 1 1 1 0 0 25 34 35 ○

21 5 21 21 2 2 0 1 1 15 0 0 ○ 1 5 14 19 19 15 1 1 3 1 10 1 5 1 1 3 1 1 1 2 14 18 18 0

21 3 21 21 1 0 0 1 1 13 0 0 ○ 1 5 14 13 14 13 0 1 3 1 12 2 10 1 1 4 0 0 0 0 17 16 16 ○

55 12 55 55 5 0 1 2 2 35 0 0 ○ 2 11 36 34 35 37 6 1 13 1 32 3 23 3 1 5 1 2 2 6 31 30 32 ○

44 7 45 45 4 0 0 3 1 25 0 0 ○ 0 6 25 21 25 28 1 0 8 1 20 0 22 0 0 2 1 1 1 1 29 39 41 ○

47 6 25 47 1 0 0 1 1 20 0 0 ○ 1 8 40 7 11 49 2 1 28 1 22 1 15 2 0 6 1 0 0 1 36 38 36 ○

32 4 32 32 2 0 0 2 1 21 0 0 ○ 0 5 16 14 15 25 2 0 5 0 14 2 13 0 0 0 0 0 0 0 24 25 26 ○

17 0 17 17 0 0 0 0 0 9 0 0 ○ 1 3 15 9 9 14 0 0 4 0 10 1 5 0 0 1 0 0 0 0 6 11 12 ○

14 1 14 14 0 0 0 0 0 1 0 0 ○ 2 1 9 8 7 11 2 1 3 0 8 1 6 1 1 2 1 1 0 1 1 3 3 ○

10 0 10 10 1 1 1 1 0 10 0 0 ○ 0 1 7 7 7 7 0 0 4 0 9 1 2 0 0 0 1 0 0 0 6 8 8 ○

13 3 13 13 0 0 0 0 0 4 0 0 ○ 1 2 5 11 11 6 1 1 2 0 4 0 9 0 0 0 1 0 0 0 8 1 5 0

14 0 14 14 0 0 0 0 0 7 0 0 ○ 0 0 4 8 8 3 0 0 1 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9 8 10 ○

35 6 35 35 1 0 0 2 0 18 0 0 ○ 1 7 25 29 30 17 3 2 8 2 24 3 12 1 0 1 1 0 0 1 21 17 16 ○

34 7 34 34 0 0 0 0 0 12 1 0 ○ 0 6 21 28 28 17 2 1 5 1 21 0 16 0 0 1 2 0 0 0 19 20 17 ○

30 1 30 30 0 0 0 1 0 19 0 0 ○ 0 3 22 25 26 22 1 0 6 2 18 2 9 0 0 1 0 0 0 1 13 7 9 ○

27 4 27 27 0 0 0 0 0 23 0 0 ○ 1 3 30 24 24 30 1 0 16 1 26 2 13 0 0 2 0 0 0 0 10 18 16 ○

23 5 23 23 1 0 1 1 0 5 0 0 ○ 2 7 14 20 16 11 1 0 6 1 10 0 9 0 0 0 0 1 0 0 17 9 10 ○

都道府県名
（市区町村分）

歳入の徴収又は収納の委託の導入状況

①
地方税

②
分担金
負担金

③
使用料
手数料

⑤
財産売払収入

⑥
寄附金

⑦
諸収入

⑧
雑入

⑨
その他

千葉県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

三重県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県



（単位：市区町村数）

④
財産
収入

個
人
住
民
税

法
人
住
民
税

固
定
資
産
税

軽
自
動
車
税

市
町
村
た
ば
こ
税

鉱
産
税

特
別
土
地
保
有
税

入
湯
税

事
業
所
税

都
市
計
画
税

水
利
地
益
税

共
同
施
設
税

そ
の
他

分
担
金

負
担
金

使
用
料

（

上
下
水
道
料
金
以
外
）

使
用
料

（

水
道
料
金
）

使
用
料

（

下
水
道
料
金
）

手
数
料

財
産
貸
付
収
入

不
動
産
売
払
収
入

物
品
売
払
収
入

生
産
物
売
払
収
入

ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金

そ
の
他
寄
附
金

延
滞
金

加
算
金

過
料
等

貸
付
金
元
利
収
入

滞
納
処
分
費

弁
償
金

違
約
金
・
延
納
利
息

雑
入

（

不
当
利
得
に
よ
る
返
還
金
）

国
民
健
康
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

介
護
保
険
料

そ
の
他

都道府県名
（市区町村分）

歳入の徴収又は収納の委託の導入状況

①
地方税

②
分担金
負担金

③
使用料
手数料

⑤
財産売払収入

⑥
寄附金

⑦
諸収入

⑧
雑入

⑨
その他

10 0 10 10 0 0 0 0 0 7 0 0 ○ 0 4 8 11 12 6 1 0 3 0 10 1 4 1 0 1 0 1 0 0 7 10 10 ○

19 4 18 19 0 0 0 0 0 15 0 0 ○ 0 3 14 15 15 13 1 0 3 0 19 4 6 1 0 0 0 0 0 0 14 13 15 ○

35 6 35 35 4 0 0 2 2 27 0 0 0 3 11 27 19 24 32 4 1 16 0 20 5 14 2 0 7 1 3 1 2 33 29 22 ○

31 3 31 31 1 0 0 1 0 16 0 0 ○ 3 8 26 26 30 25 4 1 7 1 14 2 10 1 0 4 0 1 1 0 20 11 12 ○

19 5 19 19 1 0 0 0 0 11 0 0 ○ 2 3 11 16 16 14 1 0 1 0 12 0 8 0 0 1 0 0 0 0 13 14 15 ○

21 4 21 21 1 0 0 1 0 7 0 0 ○ 1 1 11 14 9 9 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 ○

16 5 16 16 2 0 1 1 0 2 0 0 ○ 0 4 10 11 13 10 1 0 4 0 10 1 5 1 0 1 1 1 0 1 11 13 13 ○

8 3 8 8 0 0 0 0 0 3 0 0 ○ 1 2 8 6 6 6 1 0 4 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 7 1 ○

20 3 20 20 0 0 0 0 0 7 0 0 ○ 1 4 18 16 16 15 1 0 2 0 8 2 9 0 0 0 0 0 0 0 8 13 13 ○

15 4 15 15 1 0 0 2 1 6 0 0 ○ 2 9 15 5 7 13 2 0 6 2 6 0 5 1 1 5 0 0 0 1 6 12 12 ○

15 2 15 15 0 0 0 0 0 12 0 0 ○ 1 9 13 11 12 13 1 0 6 2 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 10 13 14 ○

7 0 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 ○ 0 2 8 10 8 6 0 0 1 0 8 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 7 5 ○

10 1 11 11 1 0 0 1 1 2 0 0 ○ 0 0 9 0 3 11 1 0 2 0 8 0 2 0 0 2 0 0 0 1 2 6 6 ○

8 2 8 11 1 0 0 0 0 0 0 0 ○ 1 5 11 9 9 12 1 1 4 0 5 1 4 1 1 2 1 1 1 1 7 7 8 ○

24 2 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ 1 1 12 19 10 11 1 0 1 1 16 1 8 1 1 3 0 0 0 0 12 18 18 ○

38 5 38 38 3 0 0 1 0 9 0 0 ○ 4 14 34 27 31 32 2 1 13 0 28 2 19 1 0 3 2 2 0 1 18 30 23 ○

13 3 13 13 0 0 0 0 0 3 1 0 ○ 0 6 11 5 12 9 0 0 1 1 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 10 3 ○

15 1 15 15 0 0 1 0 1 5 0 0 ○ 2 3 15 10 7 9 0 0 2 0 7 0 3 0 0 2 0 0 0 0 6 8 8 ○

18 3 18 18 0 0 0 0 0 3 0 0 ○ 0 4 19 15 15 9 1 0 2 1 13 1 7 0 0 1 0 0 0 0 8 19 19 ○

12 0 12 12 0 0 0 0 0 5 0 0 ○ 2 3 14 14 11 10 2 1 1 0 6 0 6 0 0 2 0 0 0 0 12 12 12 ○

13 5 13 13 2 0 0 2 0 3 0 0 ○ 1 5 11 12 11 9 1 1 3 0 8 1 5 0 0 2 1 0 0 0 9 12 14 ○

24 3 24 24 0 0 0 0 0 4 0 0 ○ 0 6 19 20 15 16 2 0 5 0 10 1 10 1 0 5 0 0 0 0 15 23 23 ○

19 4 19 19 4 1 0 1 0 0 0 0 ○ 0 4 13 17 13 12 3 3 4 0 13 4 8 1 0 2 2 0 0 1 13 16 6 ○

団体 1,082 164 1,060 1,086 50 5 7 35 13 476 4 0 51 248 803 770 768 752 75 24 244 25 678 60 396 26 10 100 20 19 9 24 647 755 721

徳島県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

47

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県


	都道府県分
	市区町村分

